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東京大学法学研修
京都大学法学修士
米国連邦最高裁判所認定

ジェームス R. イベート 弁護士
CALIFORNIA・TEXAS・GEORGIA・NEVADA・
ALABAMA・MICHIGAN

カリフォルニア州公認会計士
京都大学研修
米国連邦最高裁判所認定

あ
る
弁
護
士
は
ご
く
少

数
で
す
」
と
パ
ー
ト
ナ
ー

の
北
川
リ
サ
弁
護
士
は

強
調
す
る
。
北
川
弁
護

士
は
米
国
人
弁
護
士
を

こ
れ
ま
で
４
名
し
か
輩

出
し
て
い
な
い
京
都
大

学
院
法
学
修
士
か
ら
３

人
目
の
卒
業
生
で
、
東

京
大
学
で
も
研
修
し
た
。

同
じ
く
パ
ー
ト
ナ
ー
の

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
イ
ベ
ー

ト
弁
護
士
も
京
都
大
学

で
研
修
を
し
て
お
り
、
公

認
会
計
士
資
格
も
持
つ
。

　「
日
系
企
業
が
弊
事

務
所
に
リ
ス
ク
管
理
に

役
立
つ
ビ
ジ
ネ
ス
法
律

指
南
を
求
め
、
複
雑
な

ビ
ジ
ネ
ス
訴
訟
を
信
頼

し
て
任
せ
る
の
は
、
困

難
な
裁
判
や
仲
裁
で

勝
訴
す
る
経
験
豊
富
な

米
国
ビ
ジ
ネ
ス
弁
護
士

で
あ
る
か
ら
で
す
。
私

た
ち
の
勝
つ
た
め
の
戦

略
は
高
く
評
価
さ
れ
て

　
北
川
＆
イ
ベ
ー
ト
法

律
事
務
所
は
、
全
米
複
数

の
連
邦
及
び
州
裁
判
所

に
お
い
て
、
著
名
日
系
ビ

ジ
ネ
ス
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

の
た
め
に
多
く
の
裁
判

と
仲
裁
で
勝
訴
し
て
き

た
数
少
な
い
米
国
法
律

事
務
所
の
一
つ
で
あ
る
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
テ

キ
サ
ス
州
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア

州
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
、

い
ま
す
。
複
雑
な
ビ
ジ

ネ
ス
問
題
を
巧
み
に
切

り
抜
け
、
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
が
成
功
し
勝
利
す
る

た
め
の
橋
渡
し
を
し
ま

す
」
と
北
川
弁
護
士
は

話
す
。

　
同
事
務
所
は
、
高
度

な
技
術
活
用
に
よ
り
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
中
も
順
調

に
成
長
を
続
け
、
日
系

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
リ
ス
ト

を
拡
大
し
続
け
て
い
る
。

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
業
種

は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
電
子

情
報
通
信
、
自
動
車
関

連
、
物
流
、
製
造
業
、
食

品
流
通
、
医
薬
品
、
不

動
産
、
金
融
、
投
資
、
エ

ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
バ

イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、

建
設
、
設
計
、
エ
ン
ジ

ニ
ア
リ
ン
グ
、
銀
行
等

の
多
岐
に
わ
た
る
。
メ

イ
ン
オ
フ
ィ
ス
は
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
。
テ
キ
サ

ス
と
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
も

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス

を
構
え
て
い
る（
予
約
の

み
）。

　「
私
た
ち
は
、
豊
富
な

ビ
ジ
ネ
ス
経
験
、
日
英

両
言
語
堪
能
な
チ
ー
ム
、

日
米
の
文
化
へ
の
理
解

に
よ
り
、
複
雑
な
ビ
ジ

ネ
ス
紛
争
で
勝
利
の
実

績
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

契
約
、
会
社
、
不
動
産
、

雇
用
等
の
取
引
業
務
も

多
く
取
り
行
っ
て
い
ま

す
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の

米
国
で
の
成
功
の
た
め

に
、
リ
ス
ク
管
理
を
含

む
ビ
ジ
ネ
ス
の
必
勝
戦

略
に
高
い
評
価
を
得
て

お
り
ま
す
」。

ミ
シ
ガ
ン
州
、
ネ
バ
ダ

州
、
及
び
ア
ラ
バ
マ
州
の

弁
護
士
資
格
を
所
持
し

て
い
る
弁
護
士
を
擁
し

て
お
り
、
非
常
に
数
少
な

い
米
国
連
邦
最
高
裁
判

所
認
定
弁
護
士
も
在
籍

し
て
い
る
。

　「
米
国
で
は
、
民
事
訴

訟
の
わ
ず
か
１
％
が
裁

判
に
至
る
の
で
、
実
際
の

裁
判
と
仲
裁
の
経
験
が
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● 訴訟
● 裁判
● 仲裁
● 調停
● 契約違反
● 債権回収
● 雇用（会社の為）

● 上告 等

訴訟の種類

● 訴訟

● 契約法

● 会社法

● 不動産法
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● 税法
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